
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クッション性を有する座板の中央後部寄りの左右の演奏者の座骨当接相当部分に２つの
座骨用凹部を設け 前記座骨用凹部の後部に 演奏者の尾骨当接相当部分に単
一の尾骨用凹部を設け 前記座板の前側左右が演奏者の両脚部の大腿部を保持でき

縁部に向かってなだらかに低い面によって形成された凹湾曲部を設けたことを特徴
とするドラム用椅子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明はドラム演奏時に使用されるドラム用椅子の構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　ドラム演奏時に使用されるドラム用椅子は、演奏者が常に座ったままで椅子上で激しく
動くものであるから、背もたれ等の動きの妨げになるものは付けないのが原則であり、ま
た、背もたれ等を付けたとしても演奏の邪魔にならないようにやや後ろに離して取り付け
たり、邪魔にならない程度の小さいものがほとんどである。そのため、演奏中の演奏者の
体重はすべてドラム用椅子の座板に加わる。
【０００３】
　従来のドラム用椅子の例を図１０および図１１に示す。図１０に示すドラム用椅子５０
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は、最も一般的なもので、ほぼ平坦な丸い座板５１を有する。符号５５は脚部である。ま
た、図１１に示すドラム用椅子６０は、いわゆるサドルタイプのもので、先細の座板６１
を有する。符号６２は座ったときの安定感を高めるための座板後部の凸部、６３及び６４
は演奏者の大腿部が載置されるなだらかな傾斜面からなる凹湾曲部である。図示したよう
に、従来のこの種ドラム用椅子５０，６０にあっては、演奏者の臀部が載置される座面は
ほぼ平坦面より構成されているのが通常である。
【０００４】
　しかるに、図９にも示したように、人体Ｐの臀部９１は平坦ということはありえず、椅
子に着座したときには、その骨格上、骨盤９２の中でも左右の座骨９３が最も突出し、次
いで尾骨９４が突出している。むろん骨格は筋肉で取り囲まれて臀部９１は複雑な曲面を
形成している。
【０００５】
　そのため、座骨９３、次いで尾骨９４部分はドラム用椅子に着座している間、椅子の座
面と演奏者自身の体重によって他の臀部９１部分より強く圧迫を受け、長時間の演奏時（
例えば通常のステージで２～３時間、レコーディングでは７～８時間）には疲労し痛みを
感じることがある。
【０００６】
　また、最近のドラム演奏にあっては、左右両足でペダルを操るいわゆるツインペダルを
使うことが多く、この場合には、演奏者はかかとの浮いた状態でドラム操作することにな
るので、座面のみで全体の体重のバランスを取らなければならず不安定な姿勢を強いられ
るとともに疲労が増幅される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　この発明はこのような点に鑑みなされたもので、演奏者が安定した姿勢で快適に演奏す
ることができ、長時間の演奏においても演奏者の疲労や痛みを低減させることができる新
規なドラム用椅子の構造を提供するものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　すなわち、 発明は、クッション性を有する座板の中央後部寄りの左右の演奏者の座骨
当接相当部分に２つの座骨用凹部を設け 前記座骨用凹部の後部に 演奏者の
尾骨当接相当部分に単一の尾骨用凹部を設け 前記座板の前側左右が演奏者の両脚
部の大腿部を保持でき 縁部に向かってなだらかに低い面によって形成された凹湾曲
部を設けたことを特徴とするドラム用椅子に係る。
【０００９】
【発明の実施の形態】
　以下添付の図面に従ってこの発明を詳細に説明する。
　図１は 全体斜視図、図２は図１における座板の正面図、
図３は図１の座板を３－３線で切断した断面図、図４は同じく図１の座板の４－４線部分
の切断断面図、図５は他の実施例を示すドラム用椅子の全体斜視図、図６はさらに別の実
施例を示すドラム用椅子の全体斜視図、図７は 発明の実施例を示すドラム用椅子の全体
斜視図、図８は着座状態を示すドラム用椅子の上面図、図９は着座状態における骨格の位
置関係を表す側面図である。
【００１０】
　図示したように、 に係るドラム用椅子１０は、クッション性を有する座板の１１中
央後部寄りの左右の演奏者の座骨当接相当部分に２つの座骨用凹部１２，１３を設けたこ
とを特徴とする。
【００１１】
　前記しかつ図９にも示したように、椅子に着座したときには、人体Ｐの骨格上、左右の
座骨９３が最も突出するわけで、座骨９３部分は椅子の座面と演奏者自身の体重、その動
きにより大きな荷重がかかり強く圧迫される。長時間の演奏時には該部分の集中荷重によ
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り疲労や痛みを感じる。のみならず、前記したツインペダルの場合には、姿勢が不安定と
なり疲労が増幅される。
【００１２】
　そこで、 にあっては座板の１１中央後部寄りの左右の演奏者の座骨９
３当接相当部分に２つの座骨用凹部１２，１３を設けることによって、荷重の集中を回避
して疲労や痛みを緩和するとともに、安定した姿勢が保持できるようにしたのである。
【００１３】
　座板１１は、図３及び図４の断面図に示すように、ウレタンやスポンジ等のクッション
性の素材３１を内部に持ち、合成皮革または布製の表皮３２と接着剤等で接着し、ベース
板３３と止めピン３４で張り合わされている。図の符号３５は椅子の脚部への取付金具で
ある。また、図１において、符号１４，１５は後述する凹湾曲部、１９は座板後部の凸部
、３６は表皮３２の貼り合わせ部（ステッチ）、４０は脚部である。
【００１４】
　座骨用凹部１２，１３は、前記クッション性素材３１の表面に凹部を形成することによ
り容易に形成することができる。座骨当接相当部分は、図８に示したように、正しい着座
姿勢の時には座板１１の中央後部寄りの左右位置となる。なお、座板形状あるいは演奏者
の好みにより位置変更は適宜行うことができる。
【００１５】
　この座骨用凹部１２，１３の窪み深さは座板１１の一般面１１ａに対して最も低いとこ
ろで２～３ｃｍである（図４参照）。形状は円形のほか楕円状でもよい。
【００１６】
　図５に示すドラム用椅子１０Ａの座骨用凹部１２Ａ，１３Ａはその形状を座板１１前後
方向に長くした長円形状としてある。長円形状の座骨用凹部１２Ａ，１３Ａとすることに
よって、演奏者が前寄りに座る場合と後ろ寄りに座る場合など個々の演奏スタイルへの対
応が可能となる。
【００１７】
　図６に示すドラム用椅子１０Ｂは、従来の一般的な丸い座板１１Ｂに長円形状の座骨用
凹部１２Ｂ，１３Ｂを設けたものである。図６及び図７において、図１と共通符号は同一
構成を表す．
【００１８】
　図７に示すドラム用椅子１０Ｃは、 発明として規定したように、座板１１の座骨用凹
部１２，１３の後部に、さらに、演奏者Ｐの尾骨当接相当部分（図９の符号９４参照）に
、単一の尾骨用凹部１６を設けたものである。この尾骨用凹部１６によって、尾骨９４周
辺の疲労及び痛みも緩和されることができ、演奏姿勢もよくなり、演奏に集中することが
できる。
【００１９】
　次に、 発明は、図１、図５ 図７に図示したように、座板１１の前側左右が
演奏者の両脚の大腿部９５（図９の符号９５参照）を保持できる凹湾曲部１４，１５に形
成されたものである。この凹湾曲部１４，１５は、 発明として規定したように、座板縁
部に向かってなだらかに低い面ｃ（図４参照）とすることが、姿勢保持上好ましい。なお
、座板１１の周縁部には縫い合わせ部（ステッチ）３６が現出されるが、この該縫い合わ
せ部３６は凹湾曲部１４，１５を避けることが大腿部との感触上好ましい。
【００２０】
　座板１１に演奏者Ｐの大腿部９５を保持できる凹湾曲部１４，１５を設けることによっ
て、演奏者の体重を大腿部と接触する保持面で分散して受けることが可能となり、疲労が
緩和されるとともに演奏姿勢もよくなる。
【００２１】
【発明の効果】
　以上図示し説明したように、 発明のドラム用椅子によれば、クッション性を有する座
板の中央後部寄りに２つの座骨用凹部を設け 、前記座骨用凹部の後部に演奏者
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の尾骨当接相当部分に単一の尾骨用凹部を設け

ものであるから、演奏者が安定した姿勢で快適に演奏する
ことができ、長時間の演奏においても演奏者の疲労や痛みを低減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　 示す全体斜視図である。
【図２】　図１における座板の正面図である。
【図３】　図１の座板を３－３線で切断した断面図である。
【図４】　同じく図１の座板の４－４線部分の切断断面図である。
【図５】　他の実施例を示すドラム用椅子の全体斜視図である。
【図６】　さらに別の実施例を示すドラム用椅子の全体斜視図である。
【図７】　 発明の実施例を示すドラム用椅子の全体斜視図である。
【図８】　着座状態を示すドラム用椅子の上面図である。
【図９】　着座状態における骨格の位置関係を表す側面図である。
【図１０】　従来のドラム用椅子の一例を示す斜視図である。
【図１１】　従来のドラム用椅子の他の例を示す斜視図である。
【符号の説明】
　１０　ドラム用椅子
　１１　座板
　１２，１３　座骨用凹部
　１４，１５　凹湾曲部
　１６　尾骨用凹部
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【 図 １ １ 】
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